
未来への挑戦
第５次垂水市総合計画に掲げる、まちづくりの目標

「次世代の担い手を育成・支援するまち」の形成に取り組みます。

地
方
創
生

　

本
市
の
人
口
は
、
昭
和
30
年
の

ピ
ー
ク
か
ら
減
少
し
続
け
て
お
り
、

年
少
人
口
と
生
産
年
齢
人
口
の
減

少
に
伴
い
、
高
齢
化
が
進
行
し
て

お
り
ま
す
。
本
市
に
つ
い
て
は
、

第
２
期
「
垂
水
市
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
の
策
定

を
進
め
て
お
り
、
こ
の
難
し
い
状

況
に
真
摯
に
向
き
合
い
、
人
口
減

少
と
地
域
経
済
縮
小
の
克
服
に
挑

戦
し
て
ま
い
り
ま
す
。

地
域
振
興

　

９
地
区
全
て
で
策
定
さ
れ
て
い

ま
す
地
域
振
興
計
画
に
つ
い
て
、
本

年
度
は
、
境
、
協
和
地
区
に
お
い
て
、

見
直
し
計
画
が
策
定
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
令
和
２
年
度
に
お
い
て
は
、

垂
水
地
区
で
計
画
見
直
し
、
大
野

地
区
で
２
期
目
の
計
画
づ
く
り
が

予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
引
き
続

き
、各
地
区
が
描
く
「
あ
り
た
い
姿
」

の
実
現
に
向
け
て
、
地
域
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

移
住
定
住
の
促
進

　

本
市
で
は
、
空
き
家
の
有
効
活

用
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
引
き
続

き
、
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
の
利
用

拡
大
の
た
め
に
、
登
録
物
件
の
家

財
撤
去
や
リ
フ
ォ
ー
ム
に
対
す
る

助
成
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
ま

た
、
転
入
者
や
子
育
て
世
帯
向
け

の
住
宅
取
得
助
成
や
新
生
活
を
始

め
る
世
帯
に
対
す
る
民
間
賃
貸
住

宅
へ
の
家
賃
補
助
な
ど
も
継
続
し

て
ま
い
り
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税

　

返
礼
品
提
供
事
業
者
と
の
連
携

を
図
り
、
魅
力
あ
る
返
礼
品
の
充

実
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
昨
年
12

月
末
時
点
で
、
過
去
最
高
の
11
億

円
を
超
え
る
寄
付
金
を
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
引
き
続
き
、

他
自
治
体
の
動
向
を
調
査
研
究
し

な
が
ら
、
市
の
特
産
物
の
育
成
や

発
掘
に
よ
る
産
業
振
興
を
行
い
、

本
市
の
魅
力
あ
る
返
礼
品
の
情
報

を
発
信
し
て
ま
い
り
ま
す
。

税
務
関
係

　

公
正
・
公
平
で
適
正
な
固
定
資
産

税
の
賦
課
を
図
る
目
的
と
し
た
「
家

屋
全
棟
調
査
事
業
」
に
て
、
令
和
２

年
度
中
に
市
内
全
域
の
家
屋
お
よ
び

空
き
家
の
実
態
調
査
・
確
認
作
業
を

完
了
し
、
令
和
３
年
度
よ
り
、
調
査

結
果
を
反
映
し
た
賦
課
の
見
直
し
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

子
育
て
支
援

　

令
和
２
年
度
に
お
い
て
は
、
子

ど
も
医
療
費
の
助
成
対
象
者
を
18

歳
ま
で
に
拡
大
す
る
こ
と
や
、
保

育
所
等
に
お
け
る
国
の
無
償
化
の

対
象
と
な
ら
な
い
児
童
の
保
育
料

の
軽
減
に
加
え
、
新
た
に
副
食
費

を
助
成
す
る
こ
と
で
、
子
育
て
世

代
の
負
担
軽
減
を
さ
ら
に
図
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
既
存
施
設

の
老
朽
化
に
伴
う
水
之
上
児
童
ク

ラ
ブ
の
新
築
工
事
な
ど
を
行
い
、

子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
の

実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

新規

子ども医療費助成事業の対象者を拡大　（福祉課）

予算　2,610万円

　子ども医療費の対象者を令和２年４月から「15 歳に達する

日以後の最初の３月 31 日以前の者」から「18 歳に達する日以

後の最初の３月 31 日までの間にある者」に拡大

■対象

　垂水市に住所を有する 0歳から 18 歳の子ども

　※ 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある者

　※生活保護やひとり親家庭医療費助成制度、重度心身障害者

　　医療費助成制度の対象者は除く。

■助成の範囲

　保険適用医療費の自己負担分

■受給

　医療機関窓口で一旦支払い、後日登録口座に振込

■対象

　①保育所、認定こども園、幼稚園等を利用す

　　る３歳～５歳の全ての子ども

　②０歳～２歳の住民税非課税世帯の子ども 概要

国の無償化制度

受診から支給までの流れ
①県内の医療機関を受診する際に、保

　険証と受給資格者証を提示

②受診後、医療機関で請求額を支払い

③事前に登録した口座に助成分の医療

　費を振込（約２、３カ月）

※県外の医療機関を受診した際は、受

　診月から６カ月以内に領収書と印鑑

　を持って福祉課窓口で申請ください。

新規

保育所等の保育料を軽減
（福祉課）

予算　1,103万4千円
　令和元年 10 月から開始された国の幼児教育・

保育の無償化制度において、対象とならない０

歳から２歳の課税世帯の児童にかかる保育料を

半額に減額し、その差額分を市が負担

市の保育料軽減事業の
詳細は、P41 で！

保育所等副食費助成事業
（福祉課）

予算　630万円
　子育て世代の負担軽減を目的として、保育所、

認定こども園、幼稚園等を利用する児童に係る

副食費を令和２年９月から助成

新規
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